
お 
知 
ら 
せ

「
か
つ
し
か
健
康
食
育

フ
ェ
ア
2
0
1
8
」
に

参
加
す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

栄
養
士
を
募
集
し
ま
す

柴
又
ど
ん
た
く

フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト

出
店
者
を
募
集
し
ま
す

ご
利
用
く
だ
さ
い

区
民
借
上
保
養
施
設

特
別
相
談

多
重
債
務
1
1
0
番

特
別
区
民
税
・
都
民
税

（
普
通
徴
収
分
）

第
2
期
の
納
期
限
は

8
月
31
日
㈮
で
す

未
使
用
の
花
火
や
マ
ッ
チ

な
ど
引
火
性
の
あ
る
物
は

収
集
で
き
ま
せ
ん

地
域
活
動
団
体
事
業
費

助
成
（
後
期
）
申
請
を
受

け
付
け
ま
す

Ｈ
Ｉ
Ｖ
即
日
検
査

性
感
染
症
検
査

事
業
者
の
方
へ

先
端
設
備
等
導
入
計
画
の

申
請
を
受
け
付
け
ま
す

東
京
海
区
漁
業
調
整
委
員

会
委
員
選
挙
人
名
簿
登
載

申
請
を
受
け
付
け
ま
す

子
ど
も
ク
ッ
キ
ー
教
室
や
食

育
ク
イ
ズ
な
ど
の
食
育
活
動
を

一
緒
に
行
い
ま
す
。

【
日
時
】

11
月
11
日
㈰

午
前
10
時
〜
午
後
3
時

【
対
象
】

区
内
在
住
で
栄
養
士

ま
た
は
管
理
栄
養
士
の
資
格
を

有
し
、
健
康
プ
ラ
ザ
か
つ
し
か

で
開
催
す
る
次
の
説
明
会
と
実

習
な
ど
に
参
加
で
き
る
方
20
人

▽
9
月
10
日
㈪
午
前
10
時
〜
11

時
30
分
／
説
明
会

▽
10
月
23
日
㈫
午
前
10
時
〜
正

午
／
ク
ッ
キ
ー
調
理
実
習
な
ど

【
申
込
方
法
】

電
話
で
9
月
5
日
㈬
午
後
5

時
ま
で
。
電
子
申
請
可
。

【
会
場
・
申
し
込
み
・
担
当
課
】

健
康
づ
く
り
課

（
青
戸
4‐

15‐

14
健
康
プ
ラ

ザ
か
つ
し
か
内
）

!（
3
6
0
2
）1
2
6
8

【
日
時
】

10
月
28
日
㈰

午
前
11
時
〜
午
後
2
時

【
会
場
】

柴
又
学
び
交
流
館

（
柴
又
5‐

33‐

8
）

【
対
象
】

区
内
在
住
・
在
勤
16

歳
以
上
の
方

（
営
利
・
営
業
目
的
を
除
く
）

【
募
集
数
】

9
店

【
出
品
物
】

日
用
品
・
衣
類
・
創
作
品
な
ど

（
医
薬
品
・
食
品
・
そ
の
場
で

試
せ
な
い
電
化
製
品
を
除
く
）

【
費
用
】

1
区
画
5
0
0
円

【
主
催
】

柴
又
ど
ん
た
く
実
行
委
員
会

【
申
込
方
法
】

9
月
30
日
㈰
午

後
1
時
30
分
〜
2
時
に
、
柴
又

学
び
交
流
館
へ
お
越
し
く
だ
さ

い（
多
数
抽
選
）。

当
選
者
は
同
日
の
午
後
2
時

15
分
か
ら
行
う
説
明
会
に
必
ず

出
席
し
て
く
だ
さ
い
。

【
担
当
課
】

生
涯
学
習
課

!（
5
6
5
4
）8
4
7
6

区
内
在
住
の
方
の
利
用
に
限

り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
区
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
施
設
利
用
案

内
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
11
月
分
ハ
ガ
キ
受
付
】

9
月
1
日
㈯
〜
8
日
㈯
に
申

込
専
用
ハ
ガ
キ
で
（
消
印
有
効

・
1
グ
ル
ー
プ
1
枚
）。

1
人
利
用
の
場
合
、
ハ
ガ
キ

受
付
で
の
お
申
し
込
み
は
で
き

ま
せ
ん
。
空
室
受
付
を
ご
利
用

く
だ
さ
い
（
た
だ
し
、
利
用
で

き
る
日
に
制
限
が
あ
り
ま
す
）
。

【
施
設
を
利
用
で
き
な
い
日
】

▽
彩
り
湯
か
し
き

花
と
華

11
月
3
日（
土
・
祝
）・
5
日
㈪

・
8
日
㈭
・
10
日
㈯
・
17
日
㈯

▽
犬
吠
埼
ホ
テ
ル

11
月
7
日
㈬
・
8
日
㈭

▽
大
滝
ホ
テ
ル

11
月
20
日
㈫

【
10
月
分
空
室
受
付
】

9
月
3
日
㈪
は
午
前
9
時
か

ら
電
話
の
み
。

9
月
4
日
㈫
か
ら
利
用
日
の

前
日
ま
で
は
、
午
前
8
時
30
分

か
ら
電
話
か
窓
口
で（
先
着
順
）
。

【
申
込
専
用
ハ
ガ
キ
・
施
設
利

用
案
内
配
布
場
所
】

区
役
所
内
旅
行
コ
ー
ナ
ー（
区
役

所
内
郵
便
局
上
）、区
政
情
報
コ

ー
ナ
ー
（
区
役
所
3
階
3
0
4

番
）、
地
域
振
興
課（
区
役
所
4

階
4
0
5
番
）、区
民
事
務
所
、

区
民
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー
、
地

区
セ
ン
タ
ー
（
水
元
地
区
セ
ン

タ
ー
は
9
月
1
日
㈯
〜
10
月
31

日
㈬
は
休
館
）、学
び
交
流
館
、

図
書
館

【
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
】

▽
月
〜
金
曜
日

区
役
所
内
旅
行
コ
ー
ナ
ー

（
区
役
所
内
郵
便
局
上
）

!（
5
6
7
0
）3
8
6
1

▽
土
・
日
曜
日
、
祝
日
（
電
話

の
み
。
午
前
11
時
〜
午
後
5
時
）

㈱
近
畿
日
本
ツ
ー
リ
ス
ト
首
都

圏

渋
谷
宮
益
坂
営
業
所

!（
5
7
7
4
）5
0
6
6

空
室
状
況
は
、
区
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
を
ご
覧
に
な
る
か
、
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
担
当
課
】

地
域
振
興
課

ク
レ
ジ
ッ
ト
や
ロ
ー
ン
の

月
々
の
支
払
い
で
生
活
が
苦
し

い
、
借
金
の
返
済
に
困
っ
て
い

る
な
ど
、
債
務
返
済
で
お
困
り

の
方
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
状

況
を
伺
い
、
弁
護
士
な
ど
の
専

門
家
を
紹
介
し
ま
す
。

【
日
時
】

9
月
3
日
㈪
・
4
日
㈫

午
前
9
時
〜
午
後
4
時
30
分

直
接
会
場
へ
。
電
話
で
の
相

談
も
受
け
付
け
ま
す
。

【
対
象
】

区
内
在
住
・
在
勤
の
方

【
会
場
・
担
当
課
】

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

（
立
石
5‐

27‐

1
ウ
ィ
メ
ン

ズ
パ
ル
内
）

!（
5
6
9
8
）2
3
1
1

納
付
書
は
6
月
中
旬
か
ら
送

付
し
て
い
ま
す
。

納
付
場
所
や
納
付
方
法
な
ど
、

詳
し
く
は
納
付
書
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

納
税
は
口
座
振
替
が
便
利
で
す

口
座
名
義
人
ご
本
人
が
キ
ャ

ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
お
持
ち
い
た

だ
く
と
、
区
役
所
・
区
民
事
務

所
の
窓
口
で
簡
単
に
手
続
き
が

で
き
ま
す
。

口
座
振
替
の
方
へ

納
税
額
と
通
帳
残
高
を
ご
確

認
く
だ
さ
い
。
残
高
不
足
で
口

座
振
替
不
能
が
続
く
と
、
口
座

振
替
が
取
り
消
し
に
な
る
場
合

も
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
口
座
振
替
を
登
録
さ

れ
て
い
る
方
は
、
特
別
区
民
税

・
都
民
税（
普
通
徴
収
）に
還
付

金
が
発
生
し
た
場
合
、
納
税
義

務
者
本
人
の
口
座
に
限
り
、
登

録
口
座
に
振
り
込
み
ま
す
（
納

税
準
備
預
金
口
座
を
除
く
）。

【
担
当
課
】

税
務
課

!（
5
6
5
4
）8
2
0
1

必
ず
使
い
終
わ
っ
て
か
ら
燃

や
す
ご
み
の
日
に
集
積
所
に
お

出
し
く
だ
さ
い
。

未
使
用
の
花
火
や
マ
ッ
チ
な

ど
を
処
分
す
る
際
は
、
専
門
業

者
に
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
ス
プ
レ
ー
缶
、
カ
セ

ッ
ト
ボ
ン
ベ
、
使
い
捨
て
ラ
イ

タ
ー
も
、
中
身
を
完
全
に
使
い

切
っ
て
か
ら
、
他
の
ご
み
と
分

け
て
、
燃
や
さ
な
い
ご
み
の
日

に
お
出
し
く
だ
さ
い
。

【
担
当
課
】

清
掃
事
務
所

!（
3
6
9
3
）6
1
1
3

区
民
と
の
協
働
に
よ
る
ま
ち

づ
く
り
を
推
進
す
る
た
め
、
自

主
的
・
主
体
的
に
社
会
貢
献
活

動
に
取
り
組
む
団
体
に
経
費
の

一
部
を
補
助
し
ま
す
。

申
請
書
の
提
出
前
に
書
類
を

事
前
確
認
し
ま
す
。
詳
し
く
は
、

募
集
要
項
ま
た
は
区
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
を
ご
覧
に
な
る
か
、
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
対
象
】

平
成
30
年
度
内
に
社

会
貢
献
活
動
を
実
施
し
、
終
了

す
る
団
体
（
法
人
格
の
有
無
は

問
い
ま
せ
ん
）

た
だ
し
、
申
請
前
に
終
了
し

た
事
業
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

【
補
助
額
】

▽
活
動
実
績
が
1
年
以
上
の
団

体
／
補
助
対
象
助
成
経
費
の
2

分
の
1
以
内（
限
度
額
30
万
円
）

▽
活
動
実
績
が
1
年
未
満
の
団

体
／
補
助
対
象
経
費
の
全
額

（
限
度
額
10
万
円
）

【
審
査
】

審
査
会
に
よ
る
審
査
を
経
て
、

補
助
の
可
否
と
補
助
額
を
決
定

し
ま
す
。

【
事
前
確
認
期
間
】

8
月
27
日
㈪
〜
9
月
14
日
㈮

午
後
5
時
ま
で

【
申
請
期
間
】

9
月
3
日
㈪
〜
21
日
㈮

午
後
5
時
ま
で

【
申
請
方
法
】

募
集
要
項
に
添
付
の
申
請
書

類
を
持
参
か
郵
送（
必
着
）。
募

集
要
項
は
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
も
取
り
出
せ
ま
す
。

【
募
集
要
項
配
布
・
申
請
・
担

当
課
】

〒
124‐

8555
葛
飾
区
役
所
地
域
振

興
課（
区
役
所
4
階
4
0
5
番
）

!（
5
6
5
4
）8
2
2
9

無
料
・
匿
名
の
検
査
で
す
。

Ｈ
Ｉ
Ｖ
検
査
は
、
感
染
の
機

会
か
ら
3
カ
月
以
上
経
過
し
て

い
な
い
と
正
し
い
検
査
結
果
が

出
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

【
日
時
】

9
月
7
日
㈮

午
前
9
〜
10
時

直
接
会
場
へ（
先
着
順
）。

【
定
員
】

40
人

【
内
容
】

血
液
検
査
お
よ
び
尿

検
査
（
尿
検
査
は
、
最
後
に
尿

を
し
て
1
時
間
以
上
た
っ
て
か

ら
採
尿
し
ま
す
）

【
そ
の
他
】

Ｈ
Ｉ
Ｖ
即
日
検
査
の
結
果
は
、

検
査
当
日
に
お
伝
え
し
ま
す
。

性
感
染
症
（
ク
ラ
ミ
ジ
ア
・

梅
毒
）
の
検
査
結
果
と
Ｈ
Ｉ
Ｖ

検
査
結
果
が
判
定
保
留
の
場
合

は
、
9
月
21
日
㈮
午
前
9
〜
10

時
に
保
健
予
防
課
で
お
伝
え
し

ま
す
。

【
会
場
・
担
当
課
】

保
健
予
防
課
（
青
戸
4‐

15‐

14
健
康
プ
ラ
ザ
か
つ
し
か
内
）

!（
3
6
0
2
）1
2
3
8

区
内
中
小
企
業
の
新
た
な
設

備
の
導
入
を
促
進
す
る
た
め
、

区
で
は
生
産
性
向
上
特
別
措
置

法
に
基
づ
い
て
「
葛
飾
区
先
端

設
備
等
導
入
促
進
基
本
計
画
」

を
策
定
し
ま
し
た
。

こ
の
計
画
を
基
に
事
業
者
は

「
先
端
設
備
等
導
入
計
画
」
を

作
成
し
、
区
の
認
定
を
受
け
た

場
合
、
支
援
措
置
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

認
定
要
件
や
申
請
方
法
な
ど

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

申
請
書
は
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
取
り
出
せ
ま
す
。

【
申
請
・
担
当
課
】

産
業
経
済
課

（
青
戸
7‐

2‐

1
テ
ク
ノ
プ

ラ
ザ
か
つ
し
か
内
）

!（
3
8
3
8
）5
5
5
6

年
間
90
日
以
上
漁
船
を
使
用

す
る
漁
業
を
営
む
な
ど
の
要
件

を
満
た
す
方
の
申
請
に
基
づ
き
、

名
簿
調
製
を
行
い
ま
す
。
詳
し

く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
申
請
期
間
】

9
月
1
日
㈯
〜
5
日
㈬

【
申
請
・
担
当
課
】

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

（
区
役
所
4
階
4
3
4
番
）

!（
5
6
5
4
）8
4
9
3
〜
6

なくそう！不法投棄
大型家具や家電製

品などを道路や空き

地などに捨てる「不

法投棄」は犯罪行為

です。

不法投棄物は歩行

者や車の通行の妨げ

となり、火災や思わぬ事故を誘発する恐れが

あるなど、皆さんの安全な生活環境を脅かし、

特に引っ越しシーズンの9月と3月に増加す

る傾向があります。

不法投棄物はその場所の所有者が処理する

ことになっていますので、土地を所有・管理

している方は、駐車場や空き地などを日頃か

ら清潔に保つなど、不法投棄をされない環境

づくりをお願いします。

【担当課】 リサイクル清掃課 !5654‐8272

堀切菖蒲園内「静観亭」は、少人数から70人程度の会合・法事・宴席などにご利用いただけます（椅子席の利用や食事無しでの利用も可能です）。

【申込方法】 利用月の3カ月前の1日午前9時から電話で。 【申し込み】 静観亭（堀切2‐19‐1堀切菖蒲園内） !3693‐6636【担当課】 公園課

はなしょうぶコール　☎６７５８－２２２２
午前８時～午後８時　年中無休　FAX６７５８－２２２３
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